
法人用

料 金 後 納

親
展
　大切なお知らせです。
　必ずご覧ください。

納期限

郵　便

　納付の際は、納付書を必ず金融機関等に持参してください。納付場所は納付書
裏面に記載しております。なお、納付書がお手元にないときは、表記のお問い合わせ先に請求してくださ
い。

  (1) 　この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌 日から起算して３か月以内に
　　　千葉市長に対してすることができます。
　　　　ただし、地方税法第19条の４の規定による日又は期限の方が上記の期限よりも早い場合は、その早い
　　　方の期限までに審査請求をしなければなりません。
  (2) 　この処分の取消しを求める訴訟は、この処分についての審査請求に対る裁決を経た後でなければ提
　　　起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、裁決を経ないで、千葉市を被告として提
　　　起することがで きます。
　        ア　審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。
　       イ　処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
　　　   ウ　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
　           ただし、アの場合を除き、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内又は地方
　　　　　税法第19条の13において準用する地方税法第19条の４の規定による日若しくは期限のいずれか早い
　　　　　方までに処分の取消しの訴えを提起しなければなりません。

矢印の方向にはがしてください。

印

　注意　 水に濡れた時は、良く乾かしてからはがしてください。

　金融機関等からの連絡（納付方法によっては、納付が確認されるまで１週間程度かかる場合がありま
す。）及び本状の作成に要する期間の関係上、納付済みにもかかわらず、行き違いで本状がお手元に届
くことがありますが、その際はご容赦くださいますようお願いいたします。

　この督促状は、上記の金額が滞納となっておりますので、
千葉市市税条例第7条の規定により送達するものです。
　つきましては、至急上記の金額を納めてください。

申告区分　　　　　　連番

円
税額

４　延滞金督促状
　納期限までに納付されなかった場合には、納期限の翌日から納付の日までの期間（控除される期間が
あるときは当該控除される期間を除く）の日数に応じ、その計算の基礎となる税額（1,000円未満の端数
があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。）に年
14.6％の割合（平成26年1月1日以降の期間については、各年の特例基準割合（注）に年7.3％の割合
を加算した割合（上限年14.6％））を乗じて計算した金額。ただし、次の期間については年7.3％（当該期
間のうち平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間については、当該期間の属する各年の前
年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形
の基準割引率に年4％の割合を加算した割合、平成26年1月1日以後の期間については、①～④は各
年の特例基準割合（注）に年1％の割合を加算した割合（上限年7.3％）、⑤は各年の特例基準割合
（注））で計算します。
　この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
①　法定納期限の翌日から１か月を経過する日までの期間
②  期限後申告分は当該申告日までの期間又はその日の翌日から１か月を経過する日までの期間
③　修正申告分は当該申告書を提出した日までの期間又はその期間の末日の翌日から１か月を経過
する日までの期間
④　不足税額（更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下同じ。）の納期限までの期間または
不足税額の納期限の翌日から１か月を経過する日までの期間
⑤　（監査延長法人の場合）地方税法第327条の規定による納期限を延長した期間に係る延滞金は、上
記商業手形の基準割引率の引き上げに応じ年12.775％の割合の範囲内で定めた割合で計算する。但
し、令和2年12月31日までの期間のうち、特例基準割合適用年中においては、当該特例基準割合適用
年における特例基準割合とし、令和3年1月1日以降の期間については、当分の間、財務大臣が告示す
る割合に年0.5％を加算した割合とする。
（注）「特例基準割合」
国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基に財務大臣が告示する割合＋１％。なお、令和3年1月
1日以降の期間については、延滞金特例基準割合という。

２　審査請求等について

郵 便 は が き １　滞納処分
　本状を発した日から起算して１０日を経過した日までに完納されないときは、
財産を差し押さえる場合があります。

３　納付方法

【お問い合わせ先】

千葉市役所納付推進センター

電話 ０５０ー３８１８－００２８


